
科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

３４４０７

基盤研究(C)（一般）

2016～2014

「歩きたくなるまちづくり」がソーシャルキャピタルに及ぼす影響

The Effects of Town Planning to Make Walking Community on Social Capital

６０５２９９７３研究者番号：

佐藤　真治（Sato, Shinji）

大阪産業大学・人間環境学部・教授

研究期間：

２６３５０８５４

平成 年 月 日現在２９   ５ １３

円     3,700,000

研究成果の概要（和文）：「歩いて暮らすまちづくり」条例の施行が住民の身体活動量とソーシャルキャピタル
（SC）に及ぼす変化を検証した。市内4モデル地区の成人389名を対象に、条例制定直後と1、3年後にアンケート
を実施した。身体活動量の測定にはPhysical Activity Indexを用いた。SCとして、付き合っている人の数、地
域への信頼、社会参加の程度などを求めた。身体活動量は、1年目に全ての地区で増加したが、3年目には低下傾
向を認めた。SCは、地域への信頼（時間の効果：p＜0.05）が高まった。

研究成果の概要（英文）：Toyooka City (Hyogo Prefecture) established the "Town Planning to Make 
Walking Community" ordinance in 2012. In this study, we examined whether physical activity and 
social capital (SC) will change after enforcement of the ordinance. Questionnaires were conducted 
for 389 adults immediately after establishing the ordinance and one to three years later. Physical 
Activity Index was used to measure physical activity. For the measurement of the SC, we used the 
Cabinet Office SC Survey Sheet, and asked for the degree of relationship, the number of dating, the 
regional trust, degree of social participation. The physical activity increased in the first year 
but decreased in the third year. The regional trust increased in three years (time effect: p <0.05).

研究分野： 応用健康科学
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１．研究開始当初の背景 
■ソーシャルキャピタルを高める具体的な
提案は少ない 
ソーシャルキャピタル（社会関係資本）と

は、パットナムの定義によると「地域におけ
る信頼・規範・人のつながり」のことである
1）。最近、ソーシャルキャピタルが健康的な
生活習慣の実践（健康行動）に様々な影響を
及 ぼ すこと が 明らか に なって き た 。
Kouvonen らの報告によると、ソーシャルキ
ャピタル（信頼関係や互酬性）が高い職場の
従業員は、禁煙の成功率が高かった 2）。一方
で、どうすればソーシャルキャピタルを高
めることができるかどうかについての現実
的な提案や具体的な成果報告は少ない。 
■地域で歩く人が減っている 
わが国では、高齢化と疾病構造の変化が進

む中、社会保障制度を持続させるために、高
齢になっても可能な限り社会生活を営む機
能を維持することが重要な課題である。東京
都老人総合研究所の調査では、高齢者の生活
機能の維持には一定の歩行水準（1 日 5000
歩、7.5 分以上中強度以上の活動時間）が必
要であることが示されている。しかし、歩行
を習慣化し、適切な身体活動量を維持するこ
とは難しい。厚生労働省が 2000 年から進め
ている国民の健康づくり運動「健康日本 21」
の最終評価では、運動の重要性を理解してい
る人の割合は増加したが、運動習慣のある人
の割合は変わっていない。一日の平均歩数に
ついては、むしろ減少した。 
■歩く人を増やす「まちづくり」が注目され
ている 
最近になって、地域において歩く人を増や

す手法として、「まちづくり」という視点、
特に、健康施策的アプローチが注目されてい
る。例えば、島根県雲南市では市と公立総合
病院が一体となって身体活動量を高める社
会環境づくりを進めている。具体的には、地
域の健康リーダーの育成や地域全体で身体
活動を奨励するチャレンジデーの設定等が
おこなわれた。ただし、この取り組みもクラ
スター化ランダム化試験を用いた厳密な検
証では、有意に身体活動量を高めることはで
きなかった 3）。 
■「歩きたくなるまちづくり」はソーシャル
キャピタルを高める可能性がある 
我々は、既に兵庫県豊岡市の山間部集落に

おいて身体活動増進の介入を行った際、参加
者が外に出て歩くことで、近隣の人とあいさ
つする機会が増え、新たな他者との出会いが
生まれたことを明らかにした。その後の検証
では、ソーシャルキャピタルが高まったこと
も確認している（未発表）。すなわち、地域
で歩く人が増えれば、ソーシャルキャピタル
が高まる可能性がある。 

以上の先行研究の戦略を整理した上で、本
研究では、「歩きたくなるまちづくり」を目
指した地域介入をおこない、そのことが身体
活動量、ひいてはソーシャルキャピタルを高
めるかどうかを検証することにした。 
 
２．研究の目的 
兵庫県豊岡市は、2012 年「歩いて暮らす

まちづくり」条例を制定し、「歩きたくなる
まちづくり」を目指した地域介入を開始した。
本研究では、本条例の推進が身体活動量やソ
ーシャルキャピタル（地域への信頼、人のつ
ながり）を高めたかどうかを検証した。 

 
３． 研究の方法 
【研究対象】兵庫県豊岡市内 4モデル地区在
住の 20 歳以上の成人男女を対象に、条例開
始時（2012 年 6月）と 1年後（2013 年 7月）、
3年後（2015 年 7月）にアンケートを実施し
た。アンケート回収率は、開始時が 23.6％
（1030/4365 部）、1年後が 47.9％（479/1000
部）、3年後が 39.4％（389/988 部）であった。
3 年後のアンケートで回答のあった 389 名を
対象とした。【介入方法】対象地区には、2012
年 5 月から 2015 年 7 月までの 3 年間、条例
に基いた介入がおこなわれた。具体的には以
下の通りであった。①市報や自治体案内を通
じた身体活動増進に関わる広報活動の強化、
②筋力トレーニングを主とした運動教室（玄
さん元気体操教室）の定期開催、③ウォーキ
ングイベントの定期開催、④希望者への歩数
計配布。【測定項目】身体活動量の測定には、
The General Practice Physical Activity 
Questionnaire (GPPAQ) を日本語訳したもの
を用い、Physical Activity Index (PAI)を
求めた 4）。ソーシャルキャピタルの測定には、
内閣府のソーシャルキャピタル調査用紙を
用いた 5）。質問紙の分析から、個人の①信頼
指数（信頼の指標）、②社会参加指数（規範
の指標）、③近所づきあいの人の数（ネット
ワークの指標）を求めた。【Reach】Reach と
は、地域介入の評価指標（RE-AIM）の一つ 6）。
到達度のことを指し、ある集団に地域介入プ
ログラムを適応した際にプログラム参加に
意思表示した人の割合を指す。対象地域在住
の条例策定時の成人人口を分母とし、アンケ
ートに回答した人数と歩数計を貸与された
人数をそれぞれ分子として算出した。【統計
解析】各測定項目のデータのうち 3年間分が
揃っているものだけ分析に使用した。各測定
項目の継時変化の分析には、対応のある一元
配置分散分析と多重比較検定をおこなった。
【倫理的配慮】本研究の遂行にあたっては大
阪産業大学倫理委員会に研究計画を提出し、
審査の上、承認を得た。 
 



表 1 基本的属性 

  
 
図 1 身体活動量の継時変化 

図 2 地域への信頼の継時変化 

 
図 3 社会参加の継時変化 

 
図 4 近所づきあいの継時変化 
 
 
 

図 5 Reach 

 
４． 研究成果 
【結果のまとめ】「歩いて暮らすまちづくり」
条例に伴う身体活動増進の介入を3年間実施
した結果、①身体活動量は、1 年目に増加し
たが、3 年目には低下傾向を認めた（図 1）。
②ソーシャルキャピタルは、地域への信頼が
3年目に高まった（図 2）。③条例の下、健康
施策に積極的に参加したのは全住民のうち
5％程度であった（図 5）。【考察】身体活動量
の増進は「健康日本 21」の中でも重要性が指
摘されており、既に複数の集団的介入研究が
試みられている。しかし、一部のサブグルー
プ解析を除き、長期間に明らかに身体活動量
を促進したという報告はない。本研究でも、
1 年目以降に減少に転じており、効果的な介
入戦略の開発が望まれる。ソーシャルキャピ
タルの高い地域に住んでいると健康である
ことは、既に確認されているが、介入するこ
とで地域のソーシャルキャピタルを高める
ことができるのかについては、ほとんど報告
はない。今回、条例の施行という地域介入に
よって「地域への信頼」が高まったことは、
知る限り初めての報告である。尚、本研究の
限界は以下の通りである。①セレクションバ
イアスの可能性を否定できない。②地域介入
として Reach が十分でなかった（Reach を高
めるような工夫が必要）。③非介入対照地区
が設定されていない（地域クラスター化比較
試験による検証が必要）。【結論】「歩いて暮
らすまちづくり」条例策定に伴う身体活動増
進の地域介入は、短期的には住民の身体活動
量を高めることに貢献し、長期的には地域へ
の信頼を高めた。 
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